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令 和 ５ 年 ２ 月 県 議 会 定 例 会 議 案 一 覧 

 

 

 

〔予算議案（令和５年度当初予算分）〕 

 

 

第１号 令和５年度香川県一般会計予算議案 

 

 

 

第２号 令和５年度香川県特別会計予算議案 

 

 

 

第３号 令和５年度香川県立病院事業会計予算議案 

 

 

 

 第４号 令和５年度香川県流域下水道事業会計予算議案 
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〔予算外議案〕 

 

第６号 香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 県民負担の適正化及び公平化を図るため、当該収入を充てて執行する事務に要する経費の状況及び他県における同種又

は類似の料金との均衡を保つ観点から、現行の手数料について見直しを行い、改定するもの。 

（主なもの） 

・新規 

種 別 等 単位・金額 

再エネ設備の設置等に係る建築物の高さ制限に関する

特例許可申請手数料 
１件 16 万円 

香川県産業技術センター手数料 

   試料調製（金属材料試験など） 

2,350 円を超えない範囲で 

規則で定める額 

・改定 

種 別 現 行 改定後 

介護支援専門員実務研修受講試験手数料 １件 10,100 円 １件 9,700 円 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 
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第７号 香川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 道路交通法の一部改正による地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

・新規 

種  別 金 額 

特定自動運行許可申請手数料 １件につき 79,200 円 

特定自動運行計画変更許可申請手数料 １件につき 78,500 円 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 

 

 

 

第８号 香川県離島振興対策実施地域における県税の特別措置条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 離島振興法の一部改正に伴い、条例の有効期限を１０年延長し、令和１５年３月３１日までとするもの。 

（香川県離島振興対策実施地域における県税の特別措置の概要）  

対象地域 対象事業 対象設備（施設）及びその取得価額 減免措置 適用税目 

小豆島（豊島、

小豊島、沖之島

を含む）、大島、

直島諸島、塩飽

諸島、伊吹島

（股島を含む） 

製造業、旅館業、情報サー

ビス業、有線放送業、イン

ターネット附随サービス

業、農林水産物等販売業等

（市町が策定する産業投

資促進計画に定める事業） 

・工場、旅館等の建物、工業生産設備等の

新増設（500 万円以上、ただし、製造業及

び旅館業で資本金 5,000 万円超の法人は

1,000 万円以上、資本金１億円超の法人は

2,000 万円以上） 

・上記家屋の敷地である土地 

課税免除 ・事業税 

（３か年ほか） 

・不動産取得税 

・固定資産税 

（３か年） 

 

    ○ 施行期日  公布の日 
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第９号 香川県企業誘致条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 県内への企業誘致を推進するため、民間事業者が行う産業用地の整備費用に対する助成措置の規定を追加するとともに、

条例の有効期限を令和８年３月３１日まで延長するなどの改正を行うもの。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日、公布の日 

 

 

 

第１０号 香川県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく国の参酌基準の改正を踏まえ、条例

で定める子どもの安全確保等に係る要件に、送迎バス運行における乗降時の点呼確認や見落とし防止装置の装備を追加

するなどの改正を行うもの。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 

 

 

 

第１１号 公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 国が定める衛生等管理要領の改正等を踏まえ、公衆浴場業を営む者が講じなければならない措置のうち、男女の混浴年

齢の制限について、１０歳以上から７歳以上に改めるもの。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 
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第１２号 香川県希少野生生物の保護に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正により創設された特定第二種国内希少野生動植物種

（ゲンゴロウやセトウチサンショウウオなど）について、知事が指定希少野生生物として指定できることとし、捕獲等

を禁止する保護規制の対象とする改正を行うもの。 

 

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

第１３号 香川県立保健医療大学条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 県立保健医療大学における助産師課程の大学院化による令和５年３月末の助産学専攻科の廃止に伴い、関係条例につい

て所要の改正を行うもの。 

（主な改正内容） 

  ① 香川県立保健医療大学条例 

   ・ 助産学専攻科の設置及び修業年限に係る規定を削除する。 

 ② 香川県使用料、手数料条例 

   ・ 助産学専攻科の授業料、入学選考手数料を削除する。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 
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第１４号 香川県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 関係省令の改正に伴い、引用している省令名を改めるもの。 

 

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

第１５号 香川県旅館業施設の措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 博物館法の一部改正に伴い、引用している条項を改めるもの。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 

 

 

 

第１６号 香川県認定こども園の認定の要件に関する条例及び香川県子ども・子育て支援会議条例の一部を改正する条例議案 

 

○ こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の制定による学校教育法等の一部改正に伴い、引用して

いる条項の改正等を行うもの。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 
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第１７号 風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 放送法の一部改正に伴い、引用している条項を改めるもの。 

 

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

第１８号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 職員が行う下水道管内における監督・検査業務について、作業の特殊性及び困難性を考慮し、当該作業に従事した職員

に対する特殊勤務手当を支給する改正を行うもの。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 

 

 

 

第１９号 香川県立学校職員及び香川県市町立学校県費負担教職員定数条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 小学校の児童数や中学校及び高等学校の生徒数の変化等を踏まえ、県立学校職員及び市町立学校県費負担教職員の定数

を改めるもの。 

・ 県立学校職員の定数を２，４９１人（現行２，４９５人）とし、市町立学校県費負担教職員の定数を５，５１３人（現

行５，５２４人）とする。 

 

○ 施行期日  令和５年４月１日 
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第２０号 香川県文化芸術振興計画の策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和５年度から令和９年度まで 

○ 策 定 理 由  文化芸術の振興による心豊かで活力あふれる香川づくり条例第２０条第１項の規定に基づき、文化芸

術を取り巻く諸情勢の変化や新たな課題を踏まえ、令和５年度からの計画を策定する。 

○ 計 画 の 内 容  文化芸術の振興の目標や基本的な方針及び重点的に実施する事業のほか、文化芸術の振興のために必

要な事項を定める。 

 

 

 

第２１号 第２期香川県健やか子ども支援計画の変更について 

 

○ 現 計 画 期 間  令和２年度から令和６年度まで 

○ 変 更 理 由  県内市町における、子ども・子育て支援法に基づく国の指針に沿った、子ども・子育て支援事業計画

の中間年の見直しの検討状況や、現在の施策の実施状況を踏まえ、計画を変更する。 

○ 主な変更内容  県内市町の計画値や現在の施策の実施状況を踏まえて目標値等の変更を行う。 

 

 

 

第２２号 財産の処分について 

     

    ○ 売却物件  高松東ファクトリーパーク １４・１５号地 

  土地 

さぬき市昭和字白羽乙１２１番７５ 外３筆  宅地 外  面積 ３２，２４８．８３㎡ 

○ 売却金額  ３５０，１３９，４１３円 

○ 売 却 先  丸協運輸株式会社 



 

- 9 - 

 

第２３号 権利の放棄について 

 

○ 回収が不能となった母子福祉資金貸付金に係る債権について権利を放棄するもの。 

・ 債務者  １名 

・ 金 額  元金３５１，７４２円及びその利子に係る債権 

 

 

 

第２４号 権利の放棄について 

 

○ 回収が不能となった県立病院の診療費に係る債権について権利を放棄するもの。 

・ 債務者  １４名 

・ 金 額  ２，３６３，９３９円 

 

 

 

第２５号 流域下水道の維持管理等に要する費用の市町の負担について 

 

○ 令和５年度において県が行う流域下水道の維持管理等に要する費用について、受益市町が負担する額を定めるもの。 

 負 担 額 市 町 名 

中讃流域下水道 

大束川処理区 

流入水量に１㎥当たり 

１００円７６銭を乗じて得た額 
丸亀市、坂出市、宇多津町、綾川町 

中讃流域下水道 

金倉川処理区 

流入水量に１㎥当たり 

９１円５２銭を乗じて得た額 
善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町 
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第２６号 工事請負契約の変更について 

 

     ○ 件 名  新香川県立体育館（仮称）建築工事 

     ○ 工 事 場 所  高松市サンポート 

     ○ 請 負 金 額   

        変 更 前  １２，５２７，９５６，１００円 

        変 更 後  １３，５４９，８１３，２００円 

     ○ 工事請負人  大林・合田・菅特定建設工事共同企業体 

 

 

 

第２７号 工事請負契約の変更について 

 

     ○ 件 名  新香川県立体育館（仮称）給排水衛生設備工事 

     ○ 工 事 場 所  高松市サンポート 

     ○ 請 負 金 額   

        変 更 前  ７９４，８６０，０００円 

        変 更 後  ８４４，０４６，５００円 

     ○ 工事請負人  三宅産業・織田設備建設共同企業体 
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第２８号 公平委員会の事務の受託の変更について 

 

○ 香川県中部広域競艇事業組合（旧  善通寺市ほか６町競艇事業組合）と香川県との間の公平委員会の事務の受託に関し、

組合の名称を香川県中部ボートレース事業組合に変更することに伴い、規約の一部を変更するもの。 

 

 

 

第２９号 包括外部監査契約の締結について 

 

○ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

○ 契 約 の 始 期  令和５年４月１日 

○ 契 約 の 金 額  １１，６８２，０００円を上限とする金額 

○ 契約の相手方  山崎 泰志 

 

 

 

第３０号 訴訟の提起について 

 

     ○ 県営住宅家賃の長期滞納者等に対して、住宅の明渡しと滞納家賃等の支払いの請求の訴えを提起するもの。 

 

     ○ 明渡しを求める住宅  １６戸 

 

 


